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　菅・野田政権は前のめりでＴＰＰ協議への参加を進めようとして

きた。しかし、抽象的な輸出拡大の期待という言葉はあるが、参加

推進を主張する誰からも参加によって日本にとっていかなる利益が

あるか具体的・実証的な見通しは語られない。これは語るべき利益

がないためではないかと思われる。

　ＴＰＰは太平洋を取り巻く諸国が貿易の障壁を取り除いて相互に

輸出入を拡大するというふれこみだが、限られた参加予定国の貿易

規模をみると、事実上日米関係に尽きる。

　これまでの円ドル比率・日米貿易の動向からみて、ＴＰＰ参加に

よって対米輸出が増加する見通しは期待できない。米以外の経済規

模の小さなＴＰＰ関連国との間で大規模に輸出が増加することはな

い。

　他方、農業を中心に当事者が鋭い問題提起をしているとおり、関

係国が主張する関税政策に沿ってＴＰＰ参加をすすめれば日本農業

への深刻な打撃が想定される。

　しかも米政府の主張を見れば、農業にとどまらない広範な負の影

響が想定される。

　非関税障壁として米政府が日本政府に撤廃を要求してきた事項に

は、市場に委ねるべきでない領域として公的管理の下においてきた

＜医療・介護・保育・教育＞等についても外国企業が自由参入し、

公定価格を外した市場に委ねることが含まれる。

　貿易の視点ではなく、経済利益と市民生活を犠牲にしても安全保

障のために米政府の要求をのむべきとする論者もあるが、米要求を

受け容れたとしても、有事に米国が自国の市民を犠牲にして日本を

防衛する見通しはほぼないという現実を直視すべきである。

1 　ＴＰＰの本質は日米関係
⑴　ＴＰＰ参加を表明している関係国との貿易規模を考慮すれば、

事実上日米の二国間関係が中軸になる。

⑵　前川レポートから続く米国基準の強要

　①　前川委員会とそのレポート：85年委員会設置86年レポート、

中曽根内閣のもと貿易摩擦を理由に日本市場を米国に開放する

ための諸施策を求められたことへの対処。＜内需拡大＞・＜市

場開放＞・＜金融自由化＞につながった。

　②　日米構造障壁協議：ブッシュ政権と宇野内閣で開始し89年か

ら90年まで。＜公共投資＞・＜土地税制＞・＜大店法＞につな

がった。

　③　日米包括経済協議：93年

　④　年次改善要望書：94年～08年。鳩山内閣時代に廃止したが、

この間実に多くの「要望事項」が実施されてきた。

　⑤　日米経済調和対話：11年。年次要望書が形を変えて再開。

　　形式の変遷はあるが、絶えることのない米の対日要求が続いて

いる。これらを通じて日本政府は段階的に米国政府の要求を受け

入れ、結果として国内経済・社会に大きな影響を与えてきた。米

がＴＰＰ協議に途中から加わり（2006年シンガポール・ブルネ

イ・チリ・ニュージーランドで締結されたＰ４が母体、2010年に

米・豪・ペルー・ベトナムが加わった）、今次日本に参加を求め

ているのは、積年の対日要求を一気に成就させたいという意図に

よるものである。「米国の陰謀」という表現は当たらない。公開

された露骨で強力な要求にいかに対応するかの問題。裏返せばＴ

ＰＰ参加は日本がこれまで抵抗してきた課題をまとめてのみ込む

という選択になる。

⑶　米の対日要求の例（通商代表部外国貿易障壁報告の日本部分）

　①　輸入政策：牛肉・コメ・小麦・豚肉・水産品など

　②　サービス：日本郵政・保険（かんぽ生命・共済など）・金融

サービス・流通サービス・電気通信・情報技術・司法サービ

ス・医療サービス（営利病院参入・外国アクセス）・教育サー

ビス

　③　知的財産

　④　政府調達への参入

　⑤　投資障壁

　⑥　反競争的慣行

　⑦　その他（商法・会社法、自動車と部品、医療機器と医薬品、

衛星市場）

2  　日本経済にとって展望があるのは中国をはじめと
する東アジア連携であって、米との関係は限界に来
ている。輸出拡大が無条件に国益であるとはいえな
いが、その指標で考えてもＴＰＰ参加の効果はほと
んどない。

⑴　輸出拡大が国益だと主張するなら、日本の輸出相手国として

データが示すところは、ＴＰＰ参加を表明している関係国より、

不参加の中国・韓国・台湾・香港・インドが主力である（2010

年：米15.3％、中・韓・台・香港で38.8％）

⑵　対米輸出は米ＧＤＰの伸びにもかかわらずこの15年横ばいもし

くは低下しており、ＴＰＰに参加してもこの傾向は変わらないと

　自治退は、2011年11月からＴＰＰについて検討をすすめ、2012年１月25日の第１回自治退役員会で次のように見解を決定した。

　また、地公退は３月16日にこの問題で学習会を開催して、長い外交官経験と、防衛大学校で教鞭を執った経験をもつ孫崎享氏

からＴＰＰについての講演を受け、基本的に自治退見解の筋道が誤っていないことを再確認した。

　政局や議員グループの主導権争いに惑わされることなく、事実に照らして日本の市民生活・経済社会発展に資する道を選ばね

ばならない。

　政府は交渉参加方針を改め、冷静な国際環境の分析に基づいて日本社会の公共利益と経済の調和的発展計画を作るべきである。

ＴＰＰ交渉参加をやめよ

ＴＰＰについて（見解）
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思われる。ＴＰＰ協議にあたる米の意図は率直に公的に述べられ

ているとおり、大きな国内市場を持つ日本への米の輸出拡大を実

現することにある。ＴＰＰ交渉はアメリカ主導の日本包囲網でし

かなく、日本の輸出拡大にはつながらない。

⑶　日本の平均関税率は諸外国に比して低く、既に開かれている。

この実績でＴＰＰ不参加国を含む東アジア諸国との関係を深める

ことが貿易拡大につながる。

3 　日本にとって想定される不利益は多数
⑴　これまで主として農業関係者が国内農業の破壊になるとして反

対を表明している。日本農業を産業として持続発展させるための

改革と政策は不可欠である。しかし、そのためにＴＰＰによって

既得権益と政治力を破壊するという主張はあたらない。置かれた

状況からは米農業の既得権益と政治力がこれに置きかわるにすぎ

ない。既に現状でも米国による穀物の種子や価格・供給量のコン

トロールは支配的になっている。輸入に頼る食糧調達政策は、国

民生活を輸出国に委ねる危険な選択である。

⑵　しかし、影響は関税で影響を受ける農業分野にとどまらない。

社会的規制・安全規制・取引慣行などの非関税障壁が取り上げら

れる。国際的な資本移動の自由拡大など米国資本が日本市場で自

由に営利活動をするための仕組みが成就すれば広範な影響が出る。

　　これまでの米要求事項に照らしても、医療の営利化による公的

医療皆保険の破壊、共済制度の破壊、「郵貯・かんぽ」の蓄積資

金運用への米ファンド関与、地域産業に配慮した政府調達の否定

などが直ちに想定される。

⑶　認めがたいＩＳＤ条項（Investor-State Dispute：「投資」の項で

論じられる「国家と投資家の間の紛争解決手続き」：投資家が投

資紛争解決国際センター（ＩＣＳＩＤ）などの国際仲裁機関に付

託する仕組みの条項）

　①　政府間の協議は基本的には力関係だが、国内事情を考慮した

その国固有の主張はある程度尊重される。

　②　しかし、ＩＳＤ条項が導入されれば政府の配慮や譲歩とかか

わりなく投資家が国家を訴え、「政府の政策が投資家に被害を

与えたか」のみを問い、「政府の政策が公共の利益に必要か」

に優先する基準で事案を処理することとなる。アメリカのファ

ンドが日本政府を訴えて勝訴すれば、国内で公共の利益と調和

してきた諸制度がテーマごとに破壊される。これまでに日米政

府間交渉のテーブルに載ったものもそうでないものも投資家が

事を起こせる。米韓ＦＴＡに反対する韓国議員は主としてこの

条項を批判して闘っている。

　③　ＴＰＰ交渉がこの条項を取り入れるものになれば、国内の公

共利益は外国の投資家の利益に屈服させられる。

⑷　「国民の生活が第一」に逆行、高齢者を直撃

　　この間のグローバル経済化（＝アメリカ基準の適用拡大）は、

底辺に向かう競争を惹き起こし、企業収益は上昇しても労働分配

率は低下し、社会保障の基盤が脅かされてきた。グローバル経済

と対で主張されてきた自己責任論は貧困高齢者を直撃している。

一部多国籍企業の利益より、国民の利益を優先する「国民の生活

が第一」を実現すべきである。

4 　政府はＴＰＰ交渉参加方針を改めよ
・ＴＰＰ参加による経済・社会的利益が誰にも実証的に説明できな

い。

・想定される不利益は明白。

・経済関係から発想するなら、進行しているＴＰＰグループより、

中国・韓国・インド・ＡＳＥＡＮ諸国との連携に展望がある。

・別次元の安全保障関係維持が目的であれば、ＴＰＰ不参加でも可

能な選択肢はある。

・政府はＴＰＰ交渉参加方針を改め、冷静な国際環境の分析に基づ

いて日本社会の公共利益と経済の調和的発展計画を作るべきであ

る。

共済事業の一体的前進に向けて

保険代理店、自治退サービスから自治労システムズへ

　自治退の共済事業はこれまで㈲自治退サービスを代理店とし

て取り組んできましたが、2012年３月１日をもってその事業を

㈱自治労システムズに移管・統合しました。

　振り返れば1986年に自治退として「安心保険」の取り扱いを

開始したあと、1992年に損害保険代理業㈲ＮＪＴサービス発足、

1998年に㈲自治退サービスに改称して共済実務を担ってきまし

た。この間、自治退は独自で取り組む｛「安心総合共済」「自

治退医療保険」「自治退がん保険」｝と、｛自治労共済の退職

後継続利用｝を二つの柱にして取り組んできましたが、発足時

の経過もあり、もう一歩連携に弱さがありました。

　今回、自治労共済と全労済の統合に伴い自治労共済の子会社

だった㈱自治労システムズ（ＪＳ）が自治労の子会社として再

発足したことを機に、自治退の共済事業と自治労の共済事業の

連携を深めるために代理店をＪＳに統一することとしたもので

す。

　代理店の統一を契機に、自治労共済と自治退の協力を一層強

め、それぞれが用意する保険商品が補い合って、全体の加入を

拡大し、会員の生活を守ることに役立つよう努力します。

　なお、会員に親しまれてきた「自治退サービス」という名称

は、新代理店でも愛称として残すことを検討しましたが、仮に

そうする場合はコンプライアンス上正確に「㈱自治労システム

ズ」を明記したうえでその後に愛称を記載することになり、か

えって煩わしいので、切り替えることとしました。会員・加入

者の皆さんのご理解をお願いします。

本　の　紹　介

　万引きの原因が認知症の一種である「ピック病」と判明し、

懲戒免職を取り消された元茅ヶ崎市職員の中村成信さんが、人

目を避ける毎日、収入ゼロの絶望から再生への日々をつづった

手記を出版しました。脳の一部が萎縮し、善悪の判断が難しく

なる病気との闘いの軌跡です。

　中村さんを支えて運動を進めた自治退神奈川県本部の取り組

みは自治退ニュース№241でも紹介しました。本書と併せてご

一読を。

「僕が前を向いて歩く理由」

� 中村成信　著　中央法規出版　税込み1680円

入手方法＝書店注文か、出版元（03-3379-3865）に申し込み＝

書き損じの官製ハガキ・ご協力をお願いします

　自治労と提携して、カンボジア・ラオス・ベトナムの子らを

支援しているＮＰＯ「エファジャパン」は「未使用・書き損じ

の官製ハガキ」「未使用切手」「未使用プリペイドカード」な

どを集めています。

　集まったハガキなどにより既にこれまで、自転車・衣類・リ

ハビリ機器などを現地に届けています。このたび自治退にも協

力要請がありましたので紹介し、ご協力をお願いします。

＜送付先・お問い合わせ＞

特定非営利活動法人　エファジャパン

〒102-0081　東京都千代田区四番町４　日本染色会館３階

電話：03-3263-0337　E-mail：info＠efa-japan.org


